
指標 

（厚労省提出指標）

Process

期間 各指標の計算式と分母・分子の項目名 分母・分子の解釈 

分子 
HDS-R、MMSE、CGA 等の認知機能スクリーニングが実施され

た結果が記載されている患者数 

分母 入院日数が 4日以上で 65 歳以上退院患者数  

収集 

期間 
１ヶ月毎  

調整 

方法 

高齢者への認知機能スクリーニングの実施 

取組中の院所 

・実施率の高い事業所に取り組み内容を伺った。（富山協立病院） 

最小値 0.00  中央値 31.85  最大値 100  

最小値 0.00 中央値 26.22  最大値 93.40（2019年） 

回答病院 58（2019年 64）、今年新たに回答したのは2施設。 

定義変更あり：分母が、65歳以上退院患者数→入院日数が4日以上で65歳以上退院患者数、と変更になりました。

最小値＝0％、最大値＝100％と、差が大きい指標であることは変わっていません。定義変更したため、スクリ

ーニング実施率は上昇し、中央値は2019年26.22％から31.85%に増加しました。データ提出58施設中44施設で増

加しています。低下した施設もあることから、やはり認知症スクリーニング実施率を維持する難しさもあると

思われます。

院内の医療安全対策として、認知機能スクリーニングを実施することは必要と考えらます。 

また、高齢者の認知症スクリーニングは、病院機能に関わらず、退院後の療養に向けても重要であると考え

られますが、院所によっては、効率性の観点から、スクリーニング検査の対象を絞っていることも予想されま

す。また、既存のスクリーニング検査以外は含まれておらず、実際の認知機能把握の活動全てが反映されてい

る訳ではありません。 

本来の対象者数に比し実施率の低い院所では、認知症スクリーニングを行うことによって得られるメリット

は何かを考え、その効果を結果として院内で示すことが、本来のスクリーニングの意味と考えられます。退院

支援への早期からの介入や、認知症ケア加算取得による経営指標の改善のほか、職員の患者へのアプローチの

変化や、それに伴う患者満足度の上昇などの効果も期待されます。 

認知症患者の増加に対応し、認定看護師の活動や、認知症チーム活動とリンクしてスクリーニング実施率を

上げる必要があります。 

2020年より定義変更あり 
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指標の意義 

指標の計算式、分母・分子の解釈 

改善・運用事例など 

考察 

・認知症患者は、今後増加が見込まれている。認知機能を適切に評価することで、過剰な治療や人権侵害を防

ぎ、適切な対応を可能にする。 








